
市立病院通信 -㊱-
お元気ですか

このコーナーでは、市立長浜病院のスタッフの紹介を兼ねて、「普段の生活での予防
法」など生活に役立つ“健康豆知識”を紹介します。

問
市
立
長
浜
病
院

（
☎
６
８–

２
３
０
０〈
代
表
〉）

市立長浜病院 外科
神田 雄史 先生

地
域
が
ん
診
療
連
携

拠
点
病
院
に
つ
い
て

我
が
国
で
は
、第
３
次
対
が
ん

10
か
年
総
合
戦
略
に
基
づ
い
て
、

全
国
ど
こ
で
も
質
の
高
い
が
ん
医

療
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
、が
ん

診
療
連
携
拠
点
病
院
が
整
備
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
現
在
、全
国
で
約

４
０
０
の
病
院
が
指
定
を
受
け
て

い
ま
す
。

市
立
長
浜
病
院
は
平
成
17
年
１

月
に
湖
北
地
域
の
が
ん
診
療
連
携

拠
点
病
院
に
指
定
さ
れ
、患
者
さ

ん
と
そ
の
家
族
が
納
得
し
て
治
療

を
受
け
ら
れ
る
環
境
の
整
備
を
進

め
て
き
ま
し
た
。
我
が
国
に
多
い

が
ん
に
つ
い
て
、手
術
、放
射
線
治

療
お
よ
び
化
学
療
法
を
効
果
的
に

組
み
合
わ
せ
た
、集
学
的
治
療
と

緩
和
ケ
ア
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

手
術
療
法
で
は
、手
術
中
に
病

理
医
と
細
胞
検
査
士
が
組
織
と
細

胞
の
検
査
を
行
っ
て
、確
実
な
が

ん
の
切
除
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

放
射
線
治
療
は
、放
射
線
治
療

セ
ン
タ
ー
で
放
射
線
治
療
専
門

医
、放
射
線
治
療
専
門
放
射
線
技

師
、医
学
物
理
士
が
協
力
し
て
、強

度
変
調
放
射
線
治
療
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

化
学
療
法
は
、外
来
化
学
療
法

セ
ン
タ
ー
で
多
く
の
患
者
さ
ん
が

入
院
で
は
な
く
、外
来
通
院
で
抗

が
ん
剤
の
治
療
を
受
け
て
い
ま

す
。緩

和
ケ
ア
は
、医
師・
看
護
師・

薬
剤
師
が
チ
ー
ム
を
組
織
し
て
、

入
院
中
の
患
者
さ
ん
の
緩
和
ケ
ア

を
担
当
し
て
い
ま
す
。

が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
、が
ん
に
関
す
る
様
々
な
相
談

を
受
け
て
い
ま
す
。
患
者
会
の
活

動
の
支
援
も
行
っ
て
い
ま
す
。
が

ん
の
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
人
や
が

ん
の
こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
い
人

は
、が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を

訪
ね
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
26
年
度
の
国
民
健
康
保
険
証
を
簡
易
書
留
郵
便
で
３
月
に

送
付
し
ま
し
た
。
留
守
等
で
受
け
取
れ
な
か
っ
た
人
は
、保
険
医
療

課
ま
た
は
北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課・
各
支
所
ま
で
問
合
せ
の
う

え
、お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
持
ち
物
】

　
①
平
成
25
年
度
の
保
険
証

　
②�

来
庁
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の（
免
許
証
、パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）

　
※�

別
世
帯
の
人
が
受
け
取
る
場
合
は
、世
帯
主
の
委
任
状
と
②
が
必
要
で
す
。

【
対　
象
】

　
次
の
①
か
ら
④
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
る
人

　
①
長
浜
市
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

　
②�

平
成
26
年
４
月
１
日
現
在
40
歳
以
上
で
、

受
診
日
時
点
で
75
歳
未
満
の
人

　
③�

世
帯
に
国
民
健
康
保
険
料
お
よ
び
市
税

に
滞
納
が
な
い
人

　
④�

市
の
保
健
指
導
を
受
け
る
こ
と
に
同
意

す
る
人

【
助
成
内
容
】

　
人
間
ド
ッ
ク（
日
帰
り・
１
泊・
脳
ド
ッ
ク
）、

同
時
に
実
施
の
オ
プ
シ
ョ
ン
検
診

【
助
成
額
】

　

受
診
費
用
の
１／
２（
１
０
０
円
未
満
切
捨

て
）上
限
２
万
円
、
宿
泊
を
伴
う
場
合
は
上
限

２
万
５
千
円

【
対
象
受
診
機
関
】

　

市
立
長
浜
病
院
、長
浜
市
立
湖
北
病
院
、長

浜
赤
十
字
病
院
、彦
根
中
央
病
院
、友
仁
山
崎

病
院
、Ｋ
Ｋ
Ｃ
ウ
エ
ル
ネ
ス
ひ
こ
ね
健
診
ク
リ

ニ
ッ
ク

【
手
続
方
法
】

　
国
民
健
康
保
険
証
を
持
参
し
、保
険
医
療
課

ま
た
は
北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課・
各
支
所
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

必
ず
受
診
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
受
診
後

の
申
請
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。�

※
申
請
に
は
本
人
の
署
名
が
必
要
で
す
。

【
受
付
期
間
】

　
６
月
30
日（
月
）ま
で

※�

予
算
の
都
合
上
、早
め
に
受
付
を
終
了
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

行
政
information

行
政
information

国
民
健
康
保
険
証
を
送
付
し
ま
し
た

人
間
ド
ッ
ク
の
健
診
費
用
を
助
成
し
ま
す

問
保
険
医
療
課（
☎
６
５–

６
５
１
２
）

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

問
保
険
医
療
課（
☎
６
５–

６
５
１
２
）

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

　

70
～
74
歳
の
人
の
医
療
機
関

等
で
の
窓
口
負
担
割
合
は
、法
律

上
２
割
で
す
が
、こ
れ
ま
で
特
例

措
置
に
よ
り
１
割
負
担
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　
今
年
度
か
ら
、国
の
特
例
措
置

が
見
直
さ
れ
、平
成
26
年
４
月
２

日
以
降
に
70
歳
の
誕
生
日
を
迎

え
る
人
か
ら
２
割
負
担
と
な
り

ま
す
。

※�

昭
和
19
年
４
月
１
日
以
前
に
お

生
ま
れ
の
人
は
、今
ま
で
ど
お
り

１
割
負
担
で
す
。

※�

一
定
の
所
得
が
あ
る
人
は
３
割

負
担
で
す
。
前
年
中
の
所
得
に

基
づ
い
て
判
定
し
、毎
年
８
月
に

更
新
し
て
い
ま
す
。

【
高
齢
受
給
者
証
の
交
付
に
つ
い
て
】

○�

国
民
健
康
保
険
加
入
者
で
、す
で

に
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
人

に
は
、新
し
い
証
を
３
月
中
旬
に

お
送
り
し
て
い
ま
す
。

○�

初
め
て
高
齢
受
給
者
証
を
お
渡
し

す
る
人
に
は
、70
歳
の
誕
生
日
を

迎
え
る
月（
１
日
生
ま
れ
の
人
は

そ
の
前
月
）に
受
取
り
の
案
内
を

お
送
り
し
ま
す
。

　【
保
険
料
お
得
情
報
】

◦
口
座
振
替
早
割
制
度（
当
月
末
振
替
）

　
年
額
６
０
０
円
割
引

◦
納
付
書
１
年
前
納

　
年
額
３
，２
５
０
円
割
引

　

納
付
書
は
、４
月
上
旬
に
日
本
年
金
機

構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

※�

口
座
振
替・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ

る
前
納
受
付
は
終
了
し
ま
し
た
。

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
等
を

申
請
で
き
る
期
間
が
拡
大
さ
れ
ま
す

（
免
除・若
年
者
納
付
猶
予・学
生
納
付
特
例
に

適
用
）

　
平
成
26
年
４
月
か
ら
は
、申
請
時
点
の
２

年
１
か
月
前
ま
で
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

◦
失
業
等
の
特
例
免
除
の
対
象
期
間
も
拡
大

　
失
業
な
ど
に
よ
り
保
険
料
が
納
め
ら
れ

な
い
と
き
は
、申
請
に
よ
り
保
険
料
の
特

例
免
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

【
申
請
方
法
】

　
印
鑑
を
お
持
ち
の
う
え
、左
記
窓
口
ま
で

※�

過
去
分
を
申
請
す
る
場
合
は
、所
得
や
世
帯

を
確
認
す
る
書
類
が
必
要
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
彦
根
年
金
事
務
所

ま
で
。

行
政
information

行
政
information

行
政
information

４月以降に70歳となる人から
窓口負担割合が変わります

平成26・27年度の後期高齢者医療制度の
保険料率を改定します

彦根年金事務所からのお知らせ

問 保険医療課（☎６５–６５１２）
北部振興局福祉生活課・各支所

問 保険医療課（☎６５–６５２７）
滋賀県後期高齢者医療広域連合
（☎０７７–５２２–３０１３）

問 彦根年金事務所国民年金課
（☎０７４９–２３–１１１４）

平
成
26
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、

月
額
１
５
，２
５
０
円
で
す

　
申
請
窓
口　

保
険
医
療
課〈
本
館
１
階
〉

北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

彦
根
年
金
事
務
所　

　高齢化の進展や医療の高度化などにより医療費
は年々増加しています。
　医療費に見合う保険料収入を確保し、制度の健全
な運営を維持するため、４月１日から保険料率を改
定します。ご理解いただきますようお願いします。

●平成26・27年度の保険料率（年額）	 	

区　分
保険料率

改定前
（H24・25年度）

改定後
（H26・27年度）

被保険者均等割額 41,704円 44,886円
所得割率�※ 8.12% 8.73%
年間保険料の上限額 55万円 57万円
※所得割額の計算方法…�総所得金額等から基礎控除の33万円を差

し引いた額×上記の割合� �

●保険料均等割額の軽減範囲が拡大されます
　※基礎控除額は33万円で計算
▶均等割額が２割軽減される人
　被保険者と世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
　　≪改正前≫「基礎控除額」＋「35万円×世帯の被保険者数」
　　≪改正後≫「基礎控除額」＋「45万円×世帯の被保険者数」
▶均等割額が５割軽減される人
　被保険者と世帯主の総所得金額等が、次の計算式を超えない人
　　≪改正前≫「基礎控除額」＋「24.5万円×世帯の被保険者数（被保険者である世帯主を除く）」
　　≪改正後≫「基礎控除額」＋「24.5万円×世帯の被保険者数」

　皆さんの平成26年度保険料額は、７月に郵
便でお知らせします。
　広域連合のホームページで保険料額の試算
ができます。（http://www.shigakouiki.jp/）
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